
 

 

ｃｃｏｍ－ｎｅｔインターネット契約約款                          平成８年４月１日施行 平成１７年４月１日改訂 
（端末型ダイアルアップＩＰ接続サービス）                           インターネットプロバイダー ｃｃｏｍ－ｎｅｔ 

（Ｂフレッツ、フレッツＡＤＳＬ、フレッツＩＳＤＮ接続サービス） 
 
第１章 総則 
第１条 約款の適用 

 第１項 

 株式会社インフォファーム（以下「当社」といいます）は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号、以下「事業法」と

いいます）第31条第5項の規定に基づき、このｃｃｏｍ－ｎｅｔのインターネット契約約款（以下「この約款」といいま

す）を定め、これによりｃｃｏｍ－ｎｅｔのインターネットサービス（以下「ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービス」といいま

す）を提供します。 

 第２項 

 ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの取り扱いに関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等によ

り制限されることがあります。 

第２条 約款の変更 

 当社は、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、

変更後のこの約款によります。なお、最新約款はｃｃｏｍ－ｎｅｔのホームページ上に掲載します。 

第３条 協議 

 この約款に記載のない事項でｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供上で必要な細目事項については、契約者と当社との協

議によって別途定めます。 

第２章 サービスの種類および提供区域 
第１条 当社サービスの種類 

 当社サービスは、端末型ダイアルアップＩＰ接続サービス、Ｂフレッツ、フレッツＡＤＳＬ、フレッツＩＳＤＮ接続サ

ービス（以下「接続サービス」といいます）を提供します。（当社のアクセスポイントに契約者共用の接続ポートを設置

し、利用者回線を介して契約者のひとつの端末設備に対し提供するインターネットプロトコルの当社サービス） 

第２条 当社サービスの品目 

 当社サービスの接続サービスには、次の品目があります。 

 品  目 内      容 

 公衆回線   ～56Ｋbps 

 ＩＮＳ６４   57.6Ｋbps（非同期） 

        64Ｋbps（同期） 
 

ＰＩＡＦＳ２．０ 

 利用者回線経由で当社のアクセスポイントに接続することに 

 より提供されるもの 

 フレッツＩＳＤＮ 64Ｋbps 

 
モアｽﾍ゚ ｼｬﾙ 

モアⅢ 

上 概ね5Ｍbps 

下 概ね47Ｍbps 

 
モア40 

モアⅡ(40) 

上 概ね1Ｍbps 

下 概ね40Ｍbps 

 
モア24 

モアⅡ(24) 

上 概ね1Ｍbps 

下 概ね24Ｍbps 

 モア 
上 概ね1Ｍbps 

下 概ね12Ｍbps 

 8Mﾌ゚ ﾗﾝ 
上 1Ｍbps 

下 8Ｍbps 

 

 

フレッツ 

ＡＤＳＬ 

1.5Mﾌ゚ ﾗﾝ 
上 512Ｋbps 

下 1.5Ｍbps 

 

ﾌｧﾐﾘー 100 

ﾆｭー ﾌｧﾐﾘー  

ﾊｲﾊ゚ ﾌーｧﾐﾘー  

最大100Ｍbps 

 

Ｂフレッツ 

ﾍ゙ ｼーｯｸ 最大100Ｍbps 

 NTT地域会社のフレッツ網経由で当社に接続することにより 

 提供されるもの 

第３条 提供区域 

 端末型ダイアルアップＩＰ接続サービスの提供区域は当社サービスが定めたアクセスポイントのみ提供します。 

 Ｂフレッツ、フレッツＡＤＳＬ、フレッツＩＳＤＮの各接続サービスの提供区域は日本全国とします。 

第３章 契約 
第１条 契約の単位 

 当社は、この契約の申込があった都度、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの種類ごとに一つのこの契約を締結します。この

場合、利用者回線または識別符号の数にかかわらず、一つのこの契約とします。 

第２条 契約申込の方法 

 この契約をする場合には、次に掲げる事項について記載した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。 

  (1) この契約申込者の氏名（商号）住所 

  (2) ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの種類および品目 

  (3) 利用者回線または識別符号の数 

  (4) 契約者の端末設備等（以下「契約者端末設備等」といいます）の設置場所 

  (5) 利用開始希望年月日 

  (6) ユーザＩＤ 

  (7) その他ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの内容を特定するために必要な事項 

第３条 契約申込の承諾 

 第１項 

 この契約は、前条のこの契約の申込に対し、当社が承諾した時に成立します。 

 第２項 

 当社は、接続サービス契約が成立したときは、ユーザＩＤおよびパスワードを記載した当社所定の書面をすみやかに契

約者に送付します。 

 第３項 

 当社は、次の場合にはこの契約の申込を承諾しないことがあります。 

(1) この契約の申込をした者が、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスに関する料金、消費税額（消費税法（昭和63年法律第10

8号）の規定に基づき課税される消費税（以下「消費税」といいます）の額に相当する額をいいます、以下同じと

します）その他の債務（以下「料金等」といいます）の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

  (2) 第一種電気通信事業者の事由により、回線の提供が受けられないとき。 

  (3) 前各号に定めるほか、この契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

第４条 契約事項の変更 

 第１項 

 契約者は、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの種類およびサービスの品目の変更を希望する場合は、この契約をいったん解

除して新たにこの契約に申込むか、その変更にかかる事項を記載した当社所定の変更届出書を当社に提出していただきま

す。 

 第２項 

 前１項の契約事項の変更の希望があった場合は、当社は、第３章第３条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱いま

す。 

第４章 権利の譲渡および承継等 
第１条 権利の譲渡 

  契約者は、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 

第２条 契約者の地位の承継 

 第１項 

 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併によ

り設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から３０日以内に当社に届け出ていただき

ます。 

 第２項 

 前項の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定め、これを届け出

ていただきます。これを変更した場合も同様とします。 

 第３項 

 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち１人を代表者として取り扱いま

す。 

第３条 契約者の氏名等の変更の届出 

 第１項 

 契約者は、その氏名（商号）または住所に変更があったときは、すみやかにその旨を当社所定の変更届出書により当社

に届け出ていただきます。 

 第２項 

   前項の届出があったときは、当社はその届出があった事実を証明する書類を提出していただく事があります。 

第５章 利用停止および約款の解除 
第１条 利用停止 

 第１項 

 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、６カ月以内で当社が定める期間（ただし、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサー

ビス契約者がｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの料金等を支払わないときは、その料金等が支払われるまでの間）そのｃｃｏ

ｍ－ｎｅｔのサービスの利用を停止することがあります。 

(1) この契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 

(2) ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(3) 第11章第４条（通信利用の制限）および第12章第２条（契約者の義務）に違反したとき。 

(4) 当社の承諾を得ずに、接続専用線または利用者回線に契約者の回線接続装置（以下「契約者回線接続装置」といいま

す）、当社の回線接続装置（以下「当社回線接続装置」といいます）に契約者の端末設備または当社以外の者が提供

する電気通信回線もしくは自営電気通信設備（以下「自営電気通信設備等」といいます）を接続したとき。 

(5) 第７章第２条（契約者端末設備等に異常がある場合の検査）もしくは第８章第２条（自営電気通信設備等に異常があ

る場合の検査）の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果当社が別途定める技

術的事項およびｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供を行うにあたり、契約者に提供する技術的事項等に適合している

と認められない契約者端末設備等を取り外さなかったとき、またはその契約者端末設備等もしくは自営電気通信設備

等が接続されている利用者回線からｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの使用の中止を行わなかったとき。 

(6) その他この約款に違反したとき。 

 第２項 

 当社は、前項の規定によりｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をす

る日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

第２条 当社が行う契約の解除 

 第１項 

 当社は、前条の規定によりｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合

は、その契約を解除することがあります。 

 第２項 

  当社は、契約者が前条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障

をおよぼすと認められたときは、前条の規定にかかわらず、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの利用停止をしないでその契約

を解除することがあります。 

 第３項 

     当社は、前２項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 

第３条 契約者が行う契約の解除 

 契約者は、この契約を解除しようとするときは、解除しようとする月の前月１５日までに、当社所定の書面によりその旨

を当社に通知していただきます。なお、この解除通知が遅れた場合は次回の料金を支払っていただきます。 

第６章 ドメイン名の使用 
第１条 ドメイン名の使用等 

 第１項 

   接続サービスにおいては、当社が指定するドメイン名を使用していただきます。 

第７章 端末設備等 
第１条  利用者回線の契約者端末設備等 

 第１項 

 契約者は、接続サービスを利用するために利用者回線に接続される契約者端末設備等の名称その他その契約者端末設備

等を特定するための事項について記載した当社所定の書面をあらかじめ当社に届け出ていただきます。これを変更する場

合も同様とします。 

 第２項 

 当社は、前項の契約者端末設備等について、その契約者端末設備等が当社が別に定める技術的事項等に適合しない場合

を除き、その設置を承認します。 

第２条 契約者端末設備等に異常がある場合の検査 

 第１項 

 当社は、利用者回線に接続されている契約者端末設備等に異常がある場合、その他ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの円滑

な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その契約者端末設備等の接続が技術的基準等に適合する

かどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除き、検査を受け

ることを承諾していただきます。 

 第２項 

     検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提出します。 

 第３項 

 第１項の検査を行った結果、契約者端末設備等が技術的事項等に適合していると認められないときは、契約者は、その

契約者端末設備等が接続されている利用者回線からｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの使用の中止を行って頂きます。 

第８章 自営電気通信設備等 
第１条 自営電気通信設備等の設置 

 第１項 

 契約者は、利用者回線の一端において、または一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接

続を希望する場合は、自営電気通信設備等の名称その他その自営電気通信設備等を特定するための事項について記載した

当社所定の書面を当社に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。 

 第２項 

   当社は、前項の希望があった場合は、次の場合を除いて、その接続を承諾します。 

  (1) その接続に係る電気通信回線を提供する第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき。 

  (2) その接続に係る自営電気通信設備等が技術的事項に適合しないとき。 

(3) 前各号に定めるほか、その自営電気通信設備等の接続を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支

障があるとき。 

 第３項 

 契約者は、第１項の規定により接続した自営電気通信設備等を取りはずすときは、あらかじめその旨を当社に通知して

いただきます。 

第２条 自営電気通信設備等に異常がある場合の検査 

 利用者回線に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、その他ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの円滑な提供に

支障がある場合の検査については、第７章第２条（契約者端末設備等に異常がある場合の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。 

第３条 契約者の維持責任 

 契約者は、利用者回線に接続した契約者端末設備等または自営電気通信設備等を正常に稼働するように維持していただき

ます。 

第９章 料金等 
第１条 料金等 

 第１項 

   当社が提供するｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの料金体系は、次のとおりとします。 

   (1) 初期費用 

   (2) 月額料金 または 年額料金 

 第２項 

     料金の額は、別途定めるものとします。 

第２条 初期費用 

 契約者は、初期費用が必要となるｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを申請し、その承諾を受けたとき、当社に初期費用の支払



 

 

いを要します。 

第３条 月額料金または年額料金 

 第１項 

 月額支払契約者は、この約款に基づいて、当社はｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供を開始した月から起算して、その

契約の解除があった月までの期間（ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供を開始した月と解除があった月が同一である場合

には、その月）について、月額料金の支払いを要します。年額支払契約者は、この約款に基づいて、当社はｃｃｏｍ－ｎ

ｅｔのサービスの提供を開始した月から起算して、１年の期間（年間一括による先支払）について、年額料金の支払いを

要します。但し、年額料金を指定した場合は、その年間期間分の料金を支払っていただきますが、年途中による契約解除

での返金は致しません。 

 第２項 

 前項の期間において、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次

によります。 

  (1) 第５章第１条（利用停止）の規定により利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

(2) 契約者の責によらない理由により、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを全く利用できない状態（ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサー

ビスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます、以下同じとし

ます）が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときは、そのこ

とを当社が知った時刻以後の全く利用できなかった時間（24時間の倍数である部分に限ります）に対応する当該ｃｃ

ｏｍ－ｎｅｔのサービスに係る料金から日割りして次回請求時に減額いたします。 

 第３項 

 当社は、暦月の末日以外の日にｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの品目の変更等により月額料金の額が増加したときは、そ

の増加のあった月から変更後の月額料金を支払っていただきます。なお、月額料金の額が減少した場合は暦月の末日まで

以前の月額料金を支払っていただきます。年額料金の額が増加したときは、その増加のあった月から次回年額支払い前月

時までの差額料金を支払っていただきます。なお、年額料金の額が減少した場合の返金は致しません。 

第４条 料金の計算方法 

 当社は、契約者がこの契約に基づき、毎月末締めの当月支払いとします。なお、初期費用が発生する場合は契約開始後の

初回料金支払に併せて加算します。 

第５条 料金等の支払い 

 第１項 

 契約者は、料金等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関において支払っていただきます。 

 第２項 

 契約者は、前項に定めるほか、料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座からの口座振替払を行う

ことができます。 

第６条 割増金 

 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の２倍に相当する額の割増金に、これ

に対応する消費税額を加算した額を支払っていただきます。 

第７条 延滞利息 

 契約者は、料金等（延滞利息を除きます）について支払期日を経過してもなお支払がない場合には支払期日の翌日から支

払の日の前日までの日数について、年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支

払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合はこの限りではありません。 

第８条 消費税の取扱い 

 契約者は、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供にかかる消費税を負担していただくものとし、当社が別途算出する消費税

額を支払っていただきます。 

第９条 端数処理 

  当社は、消費税額の計算において、その計算結果に１０円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。 

第１０章 損害賠償 
第１条 損害賠償 

 第１項 

 当社は、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかっ

たときは、そのｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時

間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害の賠償請求に応じます。 

 第２項 

 前項の場合における損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害とし、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスが全

く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である場合に限りま

す）に対応する当該ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスに係る月額料金に相当する額に、これに対応する消費税額を加算した額

の範囲内でかつ、その総額は、１カ月相当額に、これに対応する消費税額を加算した額を限度とします。 

 第３項 

 当社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき理由により、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供ができなかった場合、

当社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額をｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスが利用できなかった契約者全員

に対する損害賠償の限度額として、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。 

 第４項 

 第１項の場合において、当社の故意または重大な過失によりｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供をしなかったときは、

第２項の規定は適用しません。 

 第５項 

 ＮＴＴ地域会社のフレッツ網の責に帰すべき理由によりｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスが利用できなかった場合、当社は

一切その責を負わないものとします。 

 第６項 

 天災、事変その他の不可抗力により、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を

負わないものとします。 

第２条 免責 

 当社は前条の場合を除き、契約者がｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの使用に起因して被った損害（その原因の如何を問いま

せん）について、その損害を賠償する責を負いません。 

第１１章 保守 
第１条 当社の維持責任 

  当社は、当社設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）に適合するよう維持します。 

第２条 利用中止 

 第１項 

   当社は、次の場合には、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの利用を中止していただくことがあります。 

  (1) 当社設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

  (2) 第11章第４条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。 

  (3) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。 

 第２項 

 当社は、前項の規定によりｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの利用を中止するときはあらかじめその旨を契約者に通知しま

す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

第３条 当社設備の修理または復旧 

 第１項 

 契約者は、契約者端末設備等または自営電気通信設備等（当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結してい

る契約者端末設備等または自営電気通信設備等を除きます、以下この条において同じとします）が利用者回線に接続され

ている場合であって、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを利用することができなくなったときは、その契約者端末設備等また

は自営電気通信設備等に故障がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知していただきます。 

 第２項 

 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、アクセスポイントにおいて当社が別に定める方法によ

り試験を行いその結果を契約者に通知します。 

 第３項 

 当社は、前項の試験により当社設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した

結果、故障の原因が契約者端末設備等または自営電気通信設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に、

これに対応する消費税額を加算した額を負担していただきます。 

 第４項 

 当社は、当社設備に障害が生じまたは当社設備が滅失したことを知ったときは、すみやかに当社設備を修理または復旧

します。この場合において、その全部を修理または復旧できないときは、第11章第４条（通信利用の制限）の規定により

優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って修理または復旧します。 

第４条 通信利用の制限 

 当社は、事業法第８条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防

もしくは救助、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容する通信および公共の利

益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

第１２章 雑則 
第１条 秘密保持及び個人情報の保護 

 第１項 

 契約者および当社は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、

裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。 

第２項 

 契約者は、当社が、当社知得の契約者の個人情報のうち次に定めるその利用（第三者への提供を含みます。）の目的（以

下「利用目的」といいます）の達成に必要な範囲内で取扱うことに同意するものとします。 

(1) ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供に伴い必要となる個人認証、運用業務、料金等の請求、ならびに料金等の変更お

よびｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの変更、追加または廃止に係る通知をするため、ユーザＩＤ等、氏名、電子メール

アドレス、電話番号、ＦＡＸ番号、住所、性別、生年月日、通信履歴、契約情報（契約の種類、申込日、契約日、回

線の種別、その他の契約の内容に関する情報をいいます。）、および料金等情報等を利用すること。 

(2) ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供との関連において、

契約者等からの請求、問い合わせおよび苦情に対する対応、出張サポート、または連絡をするため、氏名、ユーザＩ

Ｄ等、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス、通信履歴、および料金等情報等を利用すること。 

(3) 契約の解除に伴う解約処理のため、ユーザＩＤ等、通信履歴、およびその他当該契約者の解約処理に必要な情報等を

当該契約者の解約後も当社所定の期間利用すること。 

(4) 契約者等の個人情報の利用に関する当該契約者等の同意を求めるための、電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等

を行い、または電話をするため、氏名、ユーザＩＤ等、住所、電話番号、および電子メールアドレスを利用すること。 

(5) その他任意に契約者等の同意を得た利用目的のため、当該契約者等の個人情報を利用すること。 

(6) 裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い契約者等の個人情報を開示するため、当該契約者の個人情報を利用す

ること。 

第３項 

  当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成１３年法律第１３７

号）第４条第１項に従った開示請求があった場合、前２項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示すること

があります。 

第４項 

  当社は、契約者の個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先に対し、利用目的の達成に必要

な業務を委託する目的で、当該契約者等の個人情報を預託することができるものとします。 

第２条 契約者の義務 

 第１項 

   契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、または当社設備に線条その他の導体を連絡しな

いこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または契約者端末設備もしくは自営電

気通信設備等の接続もしくは保守のため必要があるときはこの限りではありません。 

(2) 故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(3) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において 

ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスの利用を行わないこと。 

(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこ 

と。 

(5) 当社設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

(6) 識別符号を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

 第２項 

   契約者は、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 

  (1)ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。 

  (2) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為。 

  (3) 他の契約者あるいは第三者および当社の著作権その他の知的財産権を侵害するまたは侵害するおそれのある行為。 

  (4) 他の契約者あるいは第三者および当社を誹謗または中傷したり名誉を傷つけるような行為。 

  (5) 他の契約者あるいは第三者および当社の財産、プライバシーを侵害するまたは侵害するおそれのある行為。 

  (6) 選挙運動、選挙の事前運動およびこれに類似する行為。 

  (7) 公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を他人に公開する行為。 

  (8) その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。 

  (9) その他当社が不適当と認めるもの 

 第３項 

 契約者は、第１項の規定に違反して当社設備を亡失しまたは毀損したときはその補充、修繕その他工事等に必要な費用

を支払っていただきます。 

 第４項 

 契約者は、利用者回線または識別符号を契約者以外の者に使用させる場合は、前３項のほか次のことを守っていただき

ます。 

  (1) 契約者は、前３項の規定の適用については、利用者回線または識別符号を使用する者の行為についても、当社に対し

て責任を負うこと。 

  (2) 契約者は、料金等について、利用者回線または識別符号を使用する者の使用によるものについても、当社に対して責

任を負うこと。 

  (3) 契約者は、第７章第２条（契約者端末設備等に異常がある場合の検査）、第８章第２条（自営電気通信設備等に異常

がある場合の検査）および第８章第３条（契約者の維持責任）の適用については、利用者回線に接続する契約者端末

設備等または自営電気通信設備等のうち、利用者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任

を負うこと。 

 第５項 

 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は経由するすべての国の法令等、通信業者の約

款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないもの

とします。 

第３条 情報の管理 

 契約者は、ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスを使用して受信し、または送信する情報については、当社設備の故障による消失

を防止するための措置をとるものとします。 

第４条 著作権 

 第１項 

 当社は、当社自身が提供した情報および内容等に関して、著作権およびその他の一切の権利を有します。 

 契約者が貸与されたユーザＩＤを使用してｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービス上で創作した著作物または創作物については、

当該ユーザＩＤの管理者である契約者ご自身を当該著作物または創作物の著作者または作者であるとみなさせていただき

ます。 

 従って、第三者との契約または第三者が著作権を有するとの理由などにより公表または複製などが禁じられている著作

物の違法な公表ならびに複製、変更、翻案または翻訳などの権利侵害行為があった場合には、当該ユーザＩＤの管理者で

ある契約者ご自身に責任が帰属します。 

 ｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービス上に記載された他人の著作物の一部または全てを他のネットワークまたは出版物などに転

載する場合には、必ずｃｃｏｍ－ｎｅｔのサービスからの転載である旨を明記しなければなりません。 

 第２項 

 当社は、契約者によって提供された情報が、契約者の責任に規定する内容を伴うものである場合には、その情報を削除

する権利を有します。 

第５条 合意管轄裁判所 

 本契約約款に関して紛争が起きた場合には、両当事者が誠意をもって協議を行うものとします。なお、協議が整わない場

合の第一審の専属管轄裁判所は当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

                                             ～ 以上 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 


